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事業報告書の発行にあたって

滋賀県では、平成30年3月に滋賀県保健医療計画が改訂され、平成30年度から平成35年度の6年間の

計画がスタートしました。これまで本県では、リハビリテーション推進計画にもとづいて体制整備が図られ

てきましたが、平成30年度からは保健医療計画にもとづいて推し進められることとなります。 
改定された保健医療計画においては、「県民誰もがあらゆるライフステージにおいて、持ちうる能力を活

かし、自立して活動、社会参加しながら地域で暮らすことができる」ことを目指す姿としており、この姿の

実現に向けて当センターも事業を展開していくこととなります。 
この“自立して活動、社会参加しながら地域で暮らすことができる”を推し進めるにあたっては、医療機

関等で実施される効果的で先進的な医学的リハビリテーションのみならず、地域包括ケア体制をシステムと

する地域共生社会づくりに向けて、自助・互助・共助・公助の広い領域にわたって地域で展開されるリハビ

リテーション活動が重要です。これは、医療関係者だけで完結するものではなく、人々の望む生活や社会参

加の状況に応じた関わりが行えるように、住民と多方面にわたる領域の支援者等が連携、協働しなければ達

成なし得ないものであると認識しております。 
当センターでは、平成 29 年度から地域で活動できるリハビリテーション専門職の人材育成を実施してお

り、平成 30 年度までの 2 年間で 65 名の修了者を輩出いたしました。今後は実効的な評価に基づく活動体

制の整備が必要と考えられます。リハビリテーション専門職は、人々の心身機能や能力、障害特性の理解に

立脚して、活動や参加にかかわる支援が可能な職種であり、その職能を現在実施されている連携した地域支

援の中へ活かすことは、生活に対する効果的な支援につながるものと考えております。 
当センターでは、県民の皆様や関係する機関、団体のご支援、ご協力を得ながら、引き続き目指す姿に向

けて取り組んでまいります。 

令和元年 月

滋賀県立リハビリテーションセンター

所 長 川上 寿一 
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滋賀県におけるリハビリテーションの推進について

滋賀県立リハビリテーションセンターにおける 要事業について

「共生社会」を実現するためのリハビリテーション人材育成 ジ トについて

その 、「地域リハビリテーションにかかる関係機関・団体 の 」について

「地域リハビリテーションに係る関係機関・団体 」の 成

連 会 の 成 ・関係機関の を 取し、「地域リハビリテーションに係る関係機関・団

体 」の を行った。 成した については、「地域共生社会」を実現するためのリハビリテ

ーション人材育成 ジ ト の である、「地域リハビリテーション人材育成 修」 者等に

を行うとともに、滋賀県立リハビリテーションセンター ーム ージに した。

地域リハビリテーション推進 連 会 における今後の方向性

平成 年度より、地域リハビリテーションの推進の で、組 的に目指す姿の共 や現状・

取組を共 し、より効果的・効 的な取組を行うため、 連 会 を した。

県立リハビリテーションセンターで実施している事業や平成 年度より実施した、「地域共生社

会」を実現するためのリハビリテーション人材育成 ジ ト についての を行い、取組の共

と を行った。

人材育成 ジ トを してリハビリテーション専門職が地域と連携およ 活 するための支援

体制の 、様々な領域に関連する支援者の人材育成や地域支援およ リハビリテーションに関連す

る地域 の える について される があった。

今後は、 ・ からの を、関係 ・ とも協 のうえ、県立リハビリテーションセンター

の機能や事業に し、事業展開を進めていくこととする。

地域リハビリテーション 会の開

事業目的

地域共生社会は“ 者・障害者・ もな ての人々が、 人 とりの暮らしと生きがいを、

ともに り、 め う社会”と定 されており、地域包括ケアシステムをより進 さ 、 を持つ

あらゆる人を地域で支えるための理 である。

現在、この地域共生社会の実現に向けて 等の自 体に所 する行 理学療 ・ 業療 ・

「行 リハ専門職」 の は、 だけにと まらず、障害や 施 、 育、

地域づくりな 多 にわたって められている。

方で、県 において 等の自 体に する行 リハ専門職は であることやその専門性を

より効果的に するための支援体制が とは えない。

そこで行 リハ専門職自身が行 の専門職として、地域共生社会の実現に必要な 識や を取得

し、 の地域保健 に、より効果的・効 的に できることを目的に実施する。
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実施結果

平成 年 月

所 滋賀県立リハビリテーションセンター 修

出 者 名 行 リハビリテーション専門職およ 保健

の行 リハビリテーション専門職の

地域リハビリテーション人材育成事業について

人材育成事業修了生の活 について

地域リハビリテーション 会における今後の方向性

行 リハ専門職は、対 や業 に われず、広く住民の健 進を すことや自立支援に する関

わりが められている。地域包括ケアシステムや地域共生社会の実現に向け行 リハ専門職への

は まっており、現在 平成 年 月現在 県 では 等の自 体に めるリハビリテーション専

門職が に 名いる。

そのような状況の中で県 の行 リハ専門職が に会する機会は ト ー の や人材育成

につながることから、定 的に開 することは県 の地域リハビリテーション推進に すると考え

る。

今後は、行 リハ専門職として現状や な の をまとめ、県が開 するリハビリテーション

協 会やリハビリテーション専門職の職能団体へ や要望を えるように組 することが望ま

しいと考える。人材育成に加え、 ト ー の 、職能団体や 機関との連携を 進する 助と

なることが される。

滋賀県多職種連携学会 会

目 的

保健・医療・ ・ ・ 育関係 事者と当事者や が に会し、 や 、

会な を実施することで たな 識を得る。また、多職種による協働実 の の として、より

、本県における の い連携または、リハビリテーション活動へと 展することを目的に

会を開 する。

滋賀県多職種連携学会 成団体

社団 人滋賀県医 会、 社団 人滋賀県 協会、 社団 人滋賀県 医 会、

社団 人滋賀県 会、 社団 人滋賀県 業療 会、 社団 人滋賀県 会、

社団 人滋賀県 生 会、 社団 人滋賀県 人保健施 協会、公 社団 人滋賀

県 協会、公 社団 人滋賀県理学療 会、公 社団 人滋賀県社会 会、公 団 人

滋賀県身体障害者 協会、公 社団 人滋賀県 会、社会 人滋賀県社会 協 会、

滋賀県 会、滋賀県 支援専門 連 協 会、滋賀県 ービス事業者協 会連 会、

滋賀県 人 施 協 会、滋賀県 成人 施 協 会、滋賀県障害者自立支援協 会、滋賀

県社会 センター協 会、滋賀障害者職業センター、滋賀県社会 事業 センター、滋賀県

保健所長会、滋賀県
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保健・医療・ ・ ・ 育関係 事者と当事者や が に会し、 や 、

会な を実施することで たな 識を得る。また、多職種による協働実 の の として、より

、本県における の い連携または、リハビリテーション活動へと 展することを目的に

会を開 する。

滋賀県多職種連携学会 成団体

社団 人滋賀県医 会、 社団 人滋賀県 協会、 社団 人滋賀県 医 会、

社団 人滋賀県 会、 社団 人滋賀県 業療 会、 社団 人滋賀県 会、

社団 人滋賀県 生 会、 社団 人滋賀県 人保健施 協会、公 社団 人滋賀

県 協会、公 社団 人滋賀県理学療 会、公 社団 人滋賀県社会 会、公 団 人

滋賀県身体障害者 協会、公 社団 人滋賀県 会、社会 人滋賀県社会 協 会、

滋賀県 会、滋賀県 支援専門 連 協 会、滋賀県 ービス事業者協 会連 会、

滋賀県 人 施 協 会、滋賀県 成人 施 協 会、滋賀県障害者自立支援協 会、滋賀

県社会 センター協 会、滋賀障害者職業センター、滋賀県社会 事業 センター、滋賀県

保健所長会、滋賀県
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リハビリテーションに関連する団体な への支援

滋賀県 支援センター

「 ケーション支援 」 会等

平成 年 月

平成 年 月 月

平成 年 月 月

「 ケーション支援 」

滋賀県 支援センター、 社団 人 本 ・ 団体協 会

共 滋賀医 学、特定 活動 人 助 、滋賀県社会 協 会、

本 協会滋賀県支 、滋賀県立リハビリテーションセンター

・平成 年 月

滋賀医 学 リ テラス会

参加者 人

・平成 年 月

あおばな ー

参加者 人

機能障害への支援に関することがらは に
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リハビリテーション相談支援事業 
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リハビリテーションに関連する団体な への支援

滋賀県 支援センター

「 ケーション支援 」 会等

平成 年 月

平成 年 月 月

平成 年 月 月

「 ケーション支援 」

滋賀県 支援センター、 社団 人 本 ・ 団体協 会

共 滋賀医 学、特定 活動 人 助 、滋賀県社会 協 会、

本 協会滋賀県支 、滋賀県立リハビリテーションセンター

・平成 年 月

滋賀医 学 リ テラス会

参加者 人

・平成 年 月

あおばな ー

参加者 人

機能障害への支援に関することがらは に
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  リハビリテーション推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 



  
リハビリテーション推進事業

修会の開

専門 修の開

修 名 医 ース

テ ー 在 医療とリハビリテーション 「リハ」

「平成 年度医療 改定を まえた地域リハビリテーションの 考」

目 的 地域リハは、 に生活 持 リハを指すだけでなく、 的に が される機能・

能力障害に対する 的な が められている。また、 や 後について 性 で

は 的な の 、 では障害に対してできる りの も められてい

る。生じてしまった障害に対しては の から多 的に評価し、 やライフステージに

応じた な を行うことで 社会の として 心して生活できるよう支援が重要であ

る。地域包括ケアシステムにて「医療と の連携」「多職種連携」が必要 可 な中、平成

年度の医療 改定を まえ、在 医療でのリハ活動の理解を めることを目的とした。

開 平成 年 月

所 滋賀県立リハビリテーションセンター 修

医療 人社団ゆみの ゆみのハート リ 長

参 加 者 名

ラム

リハビリテーションの について

「リハ 機能 」ではなく、 人の 応 に自 の 定を 重しながら 間を 定した

セスである。

医療 ・ における ービスや 制度の について

リハ医療の対 は 働 害・ 事 による後 や 等特 であったが、

者や たきり まで広がったことにより してきた。また、 の 体制や 者の

重 度による評価、 リハの 療 等の改 を重 実もしてきた。

地域医療 や地域包括ケアシステムの実現には、 ちらもリハ医療の 実が必要である。

在 リハにかかる医 の関 について

生活 リハでは、理学療 ・ 業療 ・ の 自

領域 の医療 も必要となるため医 の関 が重要となる。

職種との連携について

生活 リハでは、 リハのように 的 保での 改 は

できないため、目的とする活動 の や必要な を効果

的に行うための も重要である。

の は、 に 的にも リハ の と

される医療 人社団 生会に在 、現在は 療所に在 されている。 修会では、

から生活 におけるリハでの医 の関わりの重要性について いただいた。
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研 修 名 【高次脳機能障害】コース ＜ ＞

テ ー マ 高次脳機能障害の基礎理解

目 的

高次脳機能障害の支援において、適切な知識をもって関わる事が高次脳機能

障害のある方の社会適応を高めるという報告もある。

今回の研修では、高次脳機能障害の基礎理解、医療機関での実際を中心にど

のように診断され、治療・支援・対応されているかを知り、各支援者が基礎理

解を高めることを目的とし開催した。

開催日時 平成 年 月 日（日） ： ～ ：

場 所 安曇川公民館

講 師
滋賀県立リハビリテーションセンター 川上 寿一 氏

滋賀県高次脳機能障害支援センター 小西川 梨紗 氏

参 加 者 名

内 容

プログラム

◆高次脳機能障害の基礎理解

・高次脳機能障害とはなにか

・高次脳機能障害における主な症状

・高次脳機能障害におけるその他障害

◆社会的行動障害の基礎理解とその対応

・認知機能の階層性について

・社会的行動障害とは

・障害への気づき

・神経疲労と行動障害

・環境調整のポイント

高次脳機能障害を理解するために必要な“障害”についての考え方、受傷原

因、脳機能、症状などを総論的にわかりやすく講義いただいた。また、社会的

行動障害については対処法などの具体例まで講義いただいた。
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研 修 名 【高次脳機能障害】コース ＜ ＞

テ ー マ 高次脳機能障害の基礎理解

目 的

高次脳機能障害の支援において、適切な知識をもって関わる事が高次脳機能

障害のある方の社会適応を高めるという報告もある。

今回の研修では、高次脳機能障害の基礎理解、医療機関での実際を中心にど

のように診断され、治療・支援・対応されているかを知り、各支援者が基礎理

解を高めることを目的とし開催した。

開催日時 平成 年 月 日（日） ： ～ ：

場 所 安曇川公民館

講 師
滋賀県立リハビリテーションセンター 川上 寿一 氏

滋賀県高次脳機能障害支援センター 小西川 梨紗 氏

参 加 者 名

内 容

プログラム

◆高次脳機能障害の基礎理解

・高次脳機能障害とはなにか

・高次脳機能障害における主な症状

・高次脳機能障害におけるその他障害

◆社会的行動障害の基礎理解とその対応

・認知機能の階層性について

・社会的行動障害とは

・障害への気づき

・神経疲労と行動障害

・環境調整のポイント

高次脳機能障害を理解するために必要な“障害”についての考え方、受傷原

因、脳機能、症状などを総論的にわかりやすく講義いただいた。また、社会的

行動障害については対処法などの具体例まで講義いただいた。

 

研 修 名 【高次脳機能障害】コース ＜ ２ ＞

テ ー マ 生活における高次脳機能障害の捉え方や対応法

目 的

注意・記憶・遂行機能・社会的行動障害は、行政的な定義において高次脳機能障害として挙

げられる。このような症状がある方々に対し生活場面での支援に関わる方を対象に、動画等を

用いながらそれらの障害特性に対する理解を深めるとともに、実際の関わり方が具体化できる

ように動画やアセスメントツールを使用しながら理解を深めることを目的とした。

開催日時 平成 年 月 日（日） ： ～ ：

場 所 滋賀県立長浜ドーム

講 師 滋賀県立リハビリテーションセンター 川上 寿一 氏

参 加 者 名

内 容

プログラム

◆ミニレクチャー 各症状とそのアセスメントについて

◆グループワーク 動画を見て、アセスメントを実施

◆ミニレクチャー 動画の事例について解説を含めたアセスメント

◆グループワーク を使ったグループワーク

高次脳機能障害コース では、高次脳機能障害（主に行政的な定義の高次脳機能障害）

による生活上の困難さについて、支援者でアセスメントを体験することや、参加者間のアセス

メントの視点の違いに気づき、その視点の差を支援に活かすことを実践的なワークにより学ん

だ。
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研 修 名 【高次脳機能障害】コース ＜ ３＞

テ ー マ 支援を支える社会資源～知る事が大きな差を生む支援～

目 的

高次脳機能障害のある方の地域社会生活を支える際に様々な支援者や機関が関わることがあ

る。その際、支援者が支援機関の役割を知っていることは支援される方々の今後の生活を左右

する可能性がある。

そこで、地域で中心となって支援している様々な方に支援機関の役割や実際を講演いただき、

今後の支援に活かしていくことを目的とし開催した。

開催日時 平成 年 月 日（日） ： ～ ：

場 所 滋賀県立長浜ドーム

講 師 田邉 陽子氏 他

参 加 者 名

内 容

プログラム

◆滋賀県における高次脳機能障害の現状～センターのケースを通じて～

滋賀県高次脳機能障害支援センター 田邉 陽子 氏

◆市立長浜病院での高次脳機能障害者への支援～回復期リハ～

市立長浜病院 杉江 加代子 氏

◆むれやま荘の機能と役割～高次脳機能障害者への支援～

滋賀県立むれやま荘 宮川 和彦 氏

◆滋賀障害者職業センターでの高次脳機能障害者への支援

滋賀障害者職業センター 井口 陽子 氏

◆脳外傷友の会「しが」＆就労継続支援 型事業所での高次脳機能障害者への支援

脳外傷友の会しが 岡本 律子 氏

◆相談支援、働き・暮らし応援センターでの高次脳機能障がい者への支援

湖北地域しょうがい者相談センター「ほっとステーション」 阿藤 誠介 氏

高次脳機能障害者を支援する各機関の役割を実際の支援例などを通じて提示していただい

た。また、今後の支援の際に連携する機関があることを受講者に知っていただく機会となった。
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研 修 名 【高次脳機能障害】コース ＜ ３＞

テ ー マ 支援を支える社会資源～知る事が大きな差を生む支援～

目 的

高次脳機能障害のある方の地域社会生活を支える際に様々な支援者や機関が関わることがあ

る。その際、支援者が支援機関の役割を知っていることは支援される方々の今後の生活を左右

する可能性がある。

そこで、地域で中心となって支援している様々な方に支援機関の役割や実際を講演いただき、

今後の支援に活かしていくことを目的とし開催した。

開催日時 平成 年 月 日（日） ： ～ ：

場 所 滋賀県立長浜ドーム

講 師 田邉 陽子氏 他

参 加 者 名

内 容

プログラム

◆滋賀県における高次脳機能障害の現状～センターのケースを通じて～

滋賀県高次脳機能障害支援センター 田邉 陽子 氏

◆市立長浜病院での高次脳機能障害者への支援～回復期リハ～

市立長浜病院 杉江 加代子 氏

◆むれやま荘の機能と役割～高次脳機能障害者への支援～

滋賀県立むれやま荘 宮川 和彦 氏

◆滋賀障害者職業センターでの高次脳機能障害者への支援

滋賀障害者職業センター 井口 陽子 氏

◆脳外傷友の会「しが」＆就労継続支援 型事業所での高次脳機能障害者への支援

脳外傷友の会しが 岡本 律子 氏

◆相談支援、働き・暮らし応援センターでの高次脳機能障がい者への支援

湖北地域しょうがい者相談センター「ほっとステーション」 阿藤 誠介 氏

高次脳機能障害者を支援する各機関の役割を実際の支援例などを通じて提示していただい

た。また、今後の支援の際に連携する機関があることを受講者に知っていただく機会となった。

 

研 修 名 【高次脳機能障害】コース ＜医師リハ専門研修＞

テ ー マ 医師・セラピスト研修

目 的

高次脳機能障害の支援において、医療機関は受傷し障害を受けた後の地域生活の“最初の入

口”の役割を果たしている。とりわけ医療機関における医師やリハビリテーション専門職（以

下「リハ専門職」）の役割は、診断や評価、訓練や対処法のみならず障害をみつけ今後の予後

を推測することや支援者間への情報提供を担う役割を果たすともいわれている。

本研修では、医師やリハ専門職を主な対象に、脳機能を基本に治療から生活・就労までの支

援の流れを理解した上で各専門的な立場から活かしていただくことを目的とした。

開催日時 平成 年 月 日（日） ： ～ ：

場 所 滋賀県立総合病院 新館講堂

講 師

藍野大学医療保健学部作業療法学科 酒井 浩 氏

京都大学大学院医学研究科精神医学教室 村井 俊哉 氏

滋賀県立リハビリテーションセンター 川上 寿一 氏

参 加 者 名

内 容

プログラム

◆高次脳機能障害における症状鑑別臨床場面からの症状予測～損傷部位を加味した予測～

（酒井氏）

・「症状」「訴え」「観察」からの臨床推論 ・視知覚、空間認知 ・失語症 ・相貌失認

・ゲルストマン症候群 ・読み書きに関する＋道具をうまく使えない神経心理学障害

・具体的動作時の鑑別ポイント ・注意、前頭前野、記憶の役割

・更衣動作、リーチ動作、道具使用、描画や書字動作時のエラー識別ポイント

◆脳画像の判読について （村井 氏）

・放射線科に任せるが、判読された内容は確認しておくこと。

・画像診断では左右の確認。（利き手の確認が重要）

・精神科医が何を見ているのか

１．脳画像について

２．スクリーニングについて（ ）：特定の評価のみを行うのではなく必ず などの

スクリーニングは行うこと

３．症状をよく観察し記録する。画像は答え合わせに使う。

４．事例

◆グループワーク

・事例の読み合わせ（個人）

・グループで事例について検討 １．高次脳機能障害を臨床所見から評価

２．画像所見から高次脳機能障害を推測

３．症例の画像と臨床所見の統合と解釈

・職種別に検討 ・解釈から訓練の方針と立案

◆講師からのコメント
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修 名 動 ース特

テ ー 健 づくりから の生活機能向 支援

目 的 を中心に健 づくりや機能 持について 広く学 機会とし、それ

れの立 で様々な 度からア ー できるよう、基本的な考え方から実

的なア ー について学 ことを目的とした。

今 は、特に と健 づくり、機能 持の基 を る の

実 を学 からの支援や に活かす学 を得ることができるよう、

修会を開 した。

開 平成 年 月

所 滋賀県立 所

学 学 人間 学 生 達専 実

参 加 者 名

ラム

の状況およ 保 の認定者 の推 、 が必要となった要 等

を していただいたうえで、フ イ と アの について い

ただいた。

フ イ

・ スト 健 、 フ イ 、フ イ の状 は可 的であること。

・フ イ の 後について。

・フ イ の評価方 について の 要 から 成される。

身体的フ イ 心理・ 的フ イ 社会的フ イ

体重 活動 活力 力 行 度

・社会参加・ の 取・ 動とフ イ に対する効果について。

フ イ の改 要 として、社会参加が いに関係することや自 ー

活動の効果についても された。特に「 きなこと・とこ 」への参加

が重要であり、参加する が地域にあるとなお いこと等を 計 ータから

していただいた。

ア

・ や 、 動能力の や 制 等への があり、 との

関連も きいこと。

・指 っかテスト 脚立 テスト 立ち りテストにより

ア 定が可能であること。

加 により しやすい と 行中に活動する は ているため、

な の取り組みとして 行を され、 行によって が必要となら

ない体 りにつながると された。

また、加 により は し、 動とタン 取の により

力改 に効果が得られること、タン 取のタイ ン についても

かりやすくお いただいた。
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修 名 動 ース特

テ ー 健 づくりから の生活機能向 支援

目 的 を中心に健 づくりや機能 持について 広く学 機会とし、それ
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開 平成 年 月

所 滋賀県立 所

学 学 人間 学 生 達専 実

参 加 者 名
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が重要であり、参加する が地域にあるとなお いこと等を 計 ータから

していただいた。

ア

・ や 、 動能力の や 制 等への があり、 との

関連も きいこと。

・指 っかテスト 脚立 テスト 立ち りテストにより

ア 定が可能であること。

加 により しやすい と 行中に活動する は ているため、

な の取り組みとして 行を され、 行によって が必要となら

ない体 りにつながると された。

また、加 により は し、 動とタン 取の により

力改 に効果が得られること、タン 取のタイ ン についても

かりやすくお いただいた。

 

修 名 ース

テ ー 者が地域の中で生きるために

目 的 性 は、 と 力 を 体とした進行性の

を し、 の機能障害・ 行障害・ 障害・ 障害・ 障害等が生じ

る。そのため、 者や に対してそれ れの進行に わ た 的 ート

やそれを めた地域での支援が 重要である。

そこで、医療・ ・ に携わる支援者が「 の 状の進行 お

よ の中で必要な支援」「リハビリテーションの と支援の 体 」「地

域での生活を支える多職種の ・連携」等の学 を め、よりよい ト

ー の中で 者・ ートや地域支援の 助となることを目的とした。

開 平成 年 月

所 滋賀県立 所

医療 人社団 会 ・ 医 リハビリテーション

参 加 者 名

ラム

要と 療

について

・ ・ 医 における について

度 まで 平 年 月

・ により が改 し 効果が られる。また、 後も

能力が保たれるため ケーション支援が重要となる。

について

・ に自 のより い生活について考えることが必要。

・評価 度の つとして「 」を 。

・ 開を望まない 者は、 ーシスへ 行しやすく

に が必要。

は するが 開は望まない 者については、 ス フ

テ ン 、 等の評価、 の 整・ のケアが重要。

開 人 者は、 定支援や 的な ケアが重要。

リハビリテーション

ケーション支援として、基本は で にハイテ 機 を

している。 動療 として、 度の方に対し 生活の動 ・ 行 によ

り 身機能の進行 和・ 機能 持効果が らかとなっている。

の は身体機能の と関連 ず、 や

特に ー ー ンの を考えることも重要となる。

地域

医療と の連携や地域における自施 の在り方

の や多職種ケアの が重要であり、 を

えた地域システムと支援体制、 り い・ で

きる多職種の 間が必要である。
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修 名 ース

テ ー 障害と 性

目 的 者にとって が につながるケースは 的多い。そのため、 を

引き こすきっかけとなりうる 障害や 者に多い 性 について支

援者が できる多面的なア ー を理解し、 とケアを学 ことを目的

とし開 した。

開 平成 年 月

所 滋賀県立 所

医 学 和ケアセンター・ 療支援センター

参 加 者 名

ラム

者の 性 と 障害

と

・ 者 の は 性 である。

しかし、 学的 で できないこともあるため、 だけのア

ー では解 は しい。 後の に 障害が

生、 性 後の に 機能が

・ の みは と、 の力は と 関している。

これまでの 性 療は、 は ケア、 療は や が 識

だった が してきている。 性 者をとりあえず にすると

後が く、 に 間がかかり、 と生 後を くする。

また 取 は 取 が多く、 が すると 療 が長くな

る。 療中にいかに を 持できるかで が わるため、 ・

リハが必要。

ア対 には 重力 が であり、 中 し に る

が多職種間で必要である。

の

姿 の

の

本では リーを や 事として出すが、 では ー から

まる。 事 助 も く必要もある。

障害は、多職種で評価し「 える 」する必要がある。

の職種がつけても な ランス ート 成した。 性と 当

性の みである。
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リハが必要。

ア対 には 重力 が であり、 中 し に る

が多職種間で必要である。

の

姿 の

の

本では リーを や 事として出すが、 では ー から

まる。 事 助 も く必要もある。
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の職種がつけても な ランス ート 成した。 性と 当

性の みである。

 

修 名 ト ス ース

テ ー 地域で取り組む障害のある もたちへの支援

目 的 県 で必要となるリハビリテーションに係るト 的な をテー に取り 、 修を

実施する。

地域で暮らす障害のある が 加する 向にある中で、 のリハビリテーションについ

て 修機会を要望する が えてきている状況を まえ、まずは県 の のリハビリテーシ

ョンについて現状を理解する機会として開 した。

開 平成 年 月

所 滋賀県 賀 ・ 会

滋賀県立 保健医療センター

リハビリテーション 理学療 中

療 育 業療

社会 人 わこ学 医療 センター

リハビリテーション 理学療

参 加 者 名

ラム

保健医療センターリハビリテーション の 中

・ 保健医療センターリハビリテーション が う の と

療

・ 性ま の 療の

、 ・ 長 、 ト ス療 、 療

・ 性ま の とその 療

事

・ リハビリで をつけている

地域支援への 等

地域で取り組む障がいのある もたちへの支援

・滋賀県立 保健医療センター療育 での の 事について

・ が もとご の支援を のように考えているか

・地域の皆さんと が共 したいこと

・これからについて 取り組みのご 等

地域で取り組む障害のある もたちへの支援

もたちの 体性を育むー

・ のように体を動かしたらいいの

・

・ の ものおもいに向き おう

・重力 応動 達の 性

・ の 整が 体性を育む 等
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修 名 地域リハビリテーション 整者 修

テ ー 地域・暮らし・生きがいにつな 行 とリハビリテーション専門職の連携

目 的 地域リハビリテーション 「地域リハ」 とは、あらゆる人々が住み れたとこ で、そ

こに住む人々とともに、 生 に、生き生きとした生活が れるよう、医療や保健、 お

よ 生活にかかわるあらゆる人々や機関・組 がリハビリテーションの立 から協力し って

行うす ての活動のことである。そのため、地域リハの推進は、地域共生社会の実現に向けた

つの方 となっている。

今 、 領域・ 領域において行 と連携し実 されている取組を学 、今後の県

地における地域リハの の推進およ 行 およ 関係機関の連携の推進に活 していた

だくことを目的として 修会を開 した。

開 平成 年 月

所 滋賀県 会

会社なる 取 業療

医療 人社団 会 リハビリテーション 長 理学療

参 加 者 名 行 名、地域リハビリテーション人材育成 修修了生を むその 名

ラム

事業にリハ職を活かす・活かされる 成 イント

県あわら における 年の から

・もともと リハビリテーション専門職が している職能 能

・参画 備 制度の理解・ の理解・地域への参画のきっかけづ

くり等

・参画実 地域の状況 ・参画・ ト ー づくり・地域

・ 立 の 等に応じた イントを自らの実

をもとにお いただいた。

地域で支える 支援 当 のリハビリテーション支援の取り組みを地域連携へ

障害 者の地域での現状と を整理し、 、保 者共に が なく、地域で

リハビリテーションが けられるように、自 での 達 、 療育、学 ・保育 ・

イへの指 、職 修や社会 協 会と連携し、 ・中学 での 事業を実

してきた取り組みについてお いただいた。

ー ー 「リハ職と地域との協働を さらに 進めていくためには」
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修 名 地域リハビリテーション 整者 修
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地における地域リハの の推進およ 行 およ 関係機関の連携の推進に活 していた

だくことを目的として 修会を開 した。

開 平成 年 月

所 滋賀県 会

会社なる 取 業療

医療 人社団 会 リハビリテーション 長 理学療

参 加 者 名 行 名、地域リハビリテーション人材育成 修修了生を むその 名

ラム

事業にリハ職を活かす・活かされる 成 イント

県あわら における 年の から

・もともと リハビリテーション専門職が している職能 能

・参画 備 制度の理解・ の理解・地域への参画のきっかけづ

くり等

・参画実 地域の状況 ・参画・ ト ー づくり・地域

・ 立 の 等に応じた イントを自らの実

をもとにお いただいた。

地域で支える 支援 当 のリハビリテーション支援の取り組みを地域連携へ

障害 者の地域での現状と を整理し、 、保 者共に が なく、地域で

リハビリテーションが けられるように、自 での 達 、 療育、学 ・保育 ・

イへの指 、職 修や社会 協 会と連携し、 ・中学 での 事業を実

してきた取り組みについてお いただいた。

ー ー 「リハ職と地域との協働を さらに 進めていくためには」

修 名 地域リハビリテーション 整者 修

テ ー 地域包括ケアの推進にリハビリテーションの を活かす・つな る・広

る実

目 的 リハビリテーションセンターで実施している、「地域リハビリテーション人材育成 修会」を

修了したリハビリテーション専門職の 修修了後の活動をリハビリテーション専門職およ 行

職 と共 することを いとした。そこから、それ れの立 での活動の広がり、つながり

のきっかけとし、今後の県 地における地域リハビリテーションの の推進およ 行 と

関係機関の連携の推進に活 していいただくことを目的に 修会を開 した。

開 平成 年 月

所 滋賀県立リハビリテーションセンター 修

学 学 リハビリテーション学 備 ア イ ー

参 加 者 名 行 名、地域リハビリテーション人材育成 修修了生を むその 名

ラム

地域リハビリテーション人材育成 修について

県立リハビリテーションセンター事業推進係

平 年度地域リハビリテーション人材育成 修修了生への事後アンケート結果

県立リハビリテーションセンター事業推進係

地域包括ケアの推進に向けたリハ職の実

「行 と連携した ジ の展開」

賀 医療 センター 理学療

「リハの を地域につな 支援にリハの を」

健 事 所 保 保健

「 支援に向けた連携の広がりの実 」

滋賀県立 成

「 から認 の方への支援まで。地域で生き生き暮らすを実現する」

医療 人 会 人保健施 ケア ービスセンター 理学療

「地域共生社会の実現に向けて、 育機関と連携した取り組み 学 ・つながり・広 る実 」

団 人 今 多 業療

「 保 事業所における 支援 活動・参加の支援に向けた障害 ービスとの連携の広がり」

社会 人 団 生会 人保健施 ケア ート 業療

− 19 −



− 20 −



− 21 −



社会は「 方よし」で り える

「 社会」「 の ・重 」により 行 ・ ・施 から

会・民生 まで は が ている。 地域住民の支え い が重要。

者の社会参加と健 の から

の によって 的健 、 うつ、 活動能力指 に が出る。

者にとって望ましい とは

「 ーター」として での 者の の可能性

れ目のない社会参加・ ランテ ア・学 へ

ランテ ア・ 活動が ・認 につながる。

本 み か ランテ アの実

人生 年 と 出をいつまでも

立・ 出 度 が重 していると がそうでない人の
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専門支援

機能障害への支援

事業

事 による や、 の による 障害、 障害、 行機能障害、社会的行動障害な

の から 生活に制 を生じる 機能障害を う方々の自立や社会参加においては、包括

的な医療・ ービスが必要とされている。

平成 年度に された の実 をもとに、滋賀県 の実 を推計すると 人

の 機能障害の方がいると考えられる。しかし、 の 事業の 了 、 機能障害の

ある方に対する専門的医療機関が県 には 在しておらず、 な 県の医療機関等を ら

るを得なかった。そのような を まえ、県立リハビリテーションセンター 「当センタ

ー」 は開 当 より 機能障害に係る ・評価・リハビリテーション 「リハ」 につ

いて専門的 を ってきた。また、 に 機能障害支援センターな の 機能障害に

かかる支援機関や支援者と協働しながら支援体制整備な を行ってきている。

しかしながら、 機能障害については、 の働き りの年 の が多いこ

と、 から理解されにくい障害であること等の特 から医療機関のみで支援することは であ

るため、医療リハを め支援体制が に整ったとは い い現状である。そういった現状に対し

て当センターは、医療リハの や 心身機能・身体 を みにもち、包括的に

機能障害者を え支援するため、人材育成や 、 ・ な を行い、 種機関と協働し

て 機能障害者のリハに することを目的として事業を展開している。

目的

県 の 機能障害のある方が地域生活や社会生活を ることができるよう、 機能障害

にかかる の や医療・リハ を めた支援の 向 を 機関と連携して行うことを目的

とする。

実

人材育成

は、 育 修事業 参

・ 機能障害 ース 名

平成 年 月

公民

「 機能障害の基 理解」

・ 機能障害 ース 名

平成 年 月

滋賀県立長 ーム

「生活における 機能障害の え方や対応 」
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対

に 当し、事業について本人およ 事業 の が得られた支援者なら に対 者。

・ されているが、障害 身体・認 面が によって 事がうまくできない。

間がかかる、状況 が しい、 人で して 事ができない、体に みがある、う

まく がとれない、健 理ができない、やれることはやれるがもう し 出 ない

かと う 。

・ 業を行う中で った身体の い方により 障害が されるな が生じている。

平成 年度より 対 者を 事業所 名までとし、事 に と支援計画 を 出して

いただき、連携す き機関がある は 共 した で した。

ーム

県立リハビリテーションセンター 事業推進係職 理学療 、 業療 、保健

協力・連携機関

滋賀県社会 事業 センター、県障害 、県 働 、

本事業の実施に い協力連携が必要となる関係機関

方

県立リハビリテーションセンターに があった機関 行支援・ 続支援 ・

事業所等 に対し、 ケースの や出 修を実施し、事業所職 と に支援 や方

の を行う。 連携機関の職 が 行する もあり。

実施 間

平成 年 月 平成 年 月

。 し、備 改 や 修にあたり必要な な の実 は、施 ・ 人 とする。

その

施 に対し とする。また、実施にあたっては 、 、 とする。
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その

施 に対し とする。また、実施にあたっては 、 、 とする。

事業実

・ 行支援・ 続支援 ・ 事業所等

域 所 人 修

賀

計

・

こり・ およ それに する な 定 である。

に当事業を したことのある事業所が多いが、 けた指 を 続できずに、事業

所によっては することで が完結している もある。

当 事業は 人の支援ではなく、事業所職 への職 や 業姿 ・ を考える での

支援であるが、その が理解されていない がある。関係機関と連携し地域のセラ ストと

行 することで 続的な支援につながったケースについては に 効な機会になった。

その

平成 年度には、これまでの事業 体を 括するまとめの 業を行った。

事業の方向性

事業所の支援として、事業所職 が自 たちで や 業姿 ・ を すことができる

ようにするための事業であることを理解した で し んでいただけるような働きかけが必要

と考える。

また、事業が の 度だけで行う性 のものではなく、 続して身 にフ ーの けら

れる体制 りが必要と考える。

業・ 定 支援

事業の と目的

医学リハビリテーションについては 性 、 、生活 と機能 や 間の が

加 している。そういった れの中で、 職支援や 支援を める生活者に対し、医学リハ

ビリテーションが しながら支援することが な状況になってきている。 に、医療

に 職や に関わる 識やス が されない状況も生まれている。さらに、滋賀県 に

おいては、 や 職な の“職業”を専門として活動するリハビリテーション専門職は な

い。

方、現状の 支援に係る対 者においては、身体障害、 的障害、 障害の方だけで

はなく、 機能障害や 、 達障害、 な 、社会生活に障害がありながらも、できる
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だけ長く働き続ける事や に向けての には多面的な支援が められている。

そこで、 心身機能・身体 な の医学的リハビリテーションの を にも

ち、 職・ を目指す人を 支援に携わる支援者と共に包括的に え、障害のある方な

の活動の 続や の定 を図ることができる支援体制の を目指す。

実

・事業

事業広

域自立支援協 会、働き・暮らし応援センター会 、 働広 「滋賀 働」、

県立リハビリテーションセンター ーム ージ

・ 支援機関からの 支援

や障害の理解と 事での についてや、医療機関へのかかり方について等。

・ 行支援 進事業への協力

行支援 進事業 修会 滋賀県社会 事業 センター での

平成 年 月

・会 ・ 会等出

働き・暮らし応援センター会 平成 年 月 月

月 月

月 月

・ 支援の現状について 機関との

滋賀県社会 事業 センター 平成 年 月

平成 年 月 月

月

県障害 保健 係 平成 年 月

県 支援センター 平成 年 月

県立 医療センター イケア 平成 年 月

・ 支援フ ーラム ・ ンテーション協力

の に係る 平成 年 月

支援フ ーラム への協力 平成 年 月

事業の方向性

これまでの取組の中で、働き・暮らし応援センター等の 支援機関からは、身体機能や

認 機能の状 が生活や社会的な行動と のように関連しているかを理解するのに 立ち、

整備や業 の を行うことの として できるという を しているが、リハビリテ

ーション専門職と 支援機関職 との連携機会は ない。

働き・暮らし応援センター等からの に対応しつつ、医療機関等の り出し機関と

支援機関の連携が 進されるような体制 りを進めていく必要がある。
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実施結果

・平成 年 月まで実施し 名の ・生 の支援を行った。

・ された学 は、 ・生 が定 的に している医療機関の 当リハビリテーション専

門職 「リハ専門職」 等と実施している学 での取組に関する において、取組

の実効性を めたいと考え、当事業を し まれた。

・ とも学 体の として取り組み、 をきっかけに所 である の 育 会と

も連携して の共 を図られた。

・ は 育 会だけでなく、 の障害 、保健所、 支援事業所が参加して支援に

対する協 の をもち、地域の として取り組まれた。

事業の方向性

・医療機関の 当リハ専門職に対して、学 生活 の りごとの解 に向けて、 に かりや

すい を行うよう すと に、実 に学 での様 を た で、 体的な助 を身

な機関で けられるよう、地域の体制 りも必要。

・この事業対 には っていないが、 等 学 から があった。 等 学 はリハ専門

職の支援を けられる事業がなく、今後この事業の対 についても が必要。

「地域共生社会」を実現するためのリハビリテーション人材育成 ジ ト

目 的

年、年 や障害の 等にかかわらず、す ての人が、その人らしく、それ れの を持

ちながら生活できるよう、地域・暮らし・生きがいを共に り め うことができる地域共生社

会の実現を目指した取組が められている。

方で、地域リハビリテーションとは、あらゆる人々が、住み れたとこ で、そこに住む人々

とともに、 生 に、生き生きとした生活が れるよう、医療や保健、 およ 生活にかか

わるあらゆる人々や機関・組 がリハビリテーションの立 から協力し って行うす ての活動

を い、地域リハビリテーションの推進は、地域共生社会の実現に向けた つの方 となってい

る。

今 、身 な地域で、地域リハビリテーションの を活かした、 もから 者までを対

とした、地域共生社会、地域包括ケアシステムの に向けた取組がすすめられるよう、 地

域で活 するリハビリテーション専門職の育成 地域リハビリテーション人材育成事業 平成

年度 、 域 事業の展開 平成 年度 、 リハビリテーションの理解 進 平

成 年度 を実施する。

人材育成協 会の開

人材育成協 会の目的

県立リハビリテーションセンターが実施する地域リハビリテーション人材育成事業を行う

にあたり、専門的 地から 識者等との を行うことを目的に、地域リハビリテーショ

ン人材育成協 会を 。
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平成 年度開 の状況

会

平成 年 月 月

会 滋賀県立リハビリテーションセンター 修

出 者 名

・平成 年度地域リハビリテーション人材育成事業の実施 について

・平成 年度地域リハビリテーション人材育成事業の実施計画について

・当事業の計画年 後 年後 のあり方について

人材育成協 会

名 所

・

生 社団 人滋賀県医 会

修平 社団 人滋賀県 協会

公 社団 人滋賀県理学療 会

社団 人滋賀県 業療 会

成 滋賀県 会

県健 事 所 健 事 所

行 健 障害

中 滋賀県障害者自立支援協 会

和 立 学 業社会学 現 社会学

備 学 学 リハビリテーション学

地域リハビリテーション人材育成事業

本 修事業の目的

年、 者、障害者、 等への 的な支援体制の や地域包括ケアシステ

ムの に向けてリハビリテーション専門職の専門性が く められている。 方、

理学療 、 業療 、 な のリハビリテーション専門職は 育 に

おいて、「障害や 」に関する専門性を持っているが、地域包括ケアシステムな の

地域リハビリテーションの推進に必要な「地域 な の地域現状の理解」や「地域

との ト ー 」、そして地域でその専門性を活かす「 ー ート」に関す

る 育を けているとはいいがたい。

そこで、地域リハビリテーションを推進するために、リハビリテーション専門職が

自らの“地域”を理解し、業 を行う で必要となる基 的な 識や を 得する

ことにより、地域住民が のライフステージにおいても住みなれた 所で暮らし続け

ることができる地域づくりに できるリハビリテーション専門職の育成を目的に事

業を実施する。
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実施結果の 要

応 者 名 す ての者を 可と 定とした

医療 参加者 人 は ータで計

域名 人 人 人あたり 理学療 業療

賀

県

計

県 生については、いずれも県 在住者であり、事業に対する所 長の理解を得られたため 可とした。

機関種 参加者

成人

人保健施

所リハビリテーション

所 事業所

療所

自立支援施

支援事業所

行 機関

者の出

目 目

修 者の理解度・実 度・ 度

のとおりの とし、それ れの は参加者の平 とする。

・理解度 理解できなかった よく理解できた

・活 度 活か ない す に活か る

・ 度

、 学実

理解度 実 度 度 理解度 実 度 度
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・活 度 活か ない す に活か る

・ 度
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理解度 実 度 度 理解度 実 度 度

修了者

平成 年度 者の修了者 名

平成 年度 修了の修了者 名

者の 修 体を じての 事後アンケートより

修 体を じての

平成 年度 滋賀県地域リハビリテーション人材育成 修 の 成

本 修の目的と 、 修 の 要 者 ートの を む 、本 修の成

果、 者アンケート結果等をとりまとめて を 成した。

事業の考 と方向性

・今年度も 名の定 に対して、 名の 望があったことは、地域づくりや地域リ

ハビリテーション 「地域リハ」 に関心のあるリハビリテーション専門職

「リハ専門職」 が多く 在すると考えられた。また、県 からの もあり、県

においても 様の 修 ー があることが えた。

・ や制度について 者の 理解度・ 度は 体的に かった。リハ専門職は

人に働きかけることが多く、制度や な の“ 組み”について考える機会は

ないことが される。ただし、リハ専門職が地域づくりや地域リハを効果的に推進

するためには“ 組み”についての理解を めることや 者・ 職種と“ 組み”を

する力も められることが考えられるため、“ 組み”についての 識や を

続的に得ること、解 する力をつける機会が必要である。

・ 者の中には後輩育成や学生指 に ることを考えている者もおり、所 する施

や機関への も される。当事業の 続的な実施が、地域リハに理解を すリ

ハ専門職やその機関の 加に がることが考えられた。

・県立リハビリテーションセンターは、修了したリハ専門職が のように行動し、地域

リハの推進に していくのか、また らが するにあたって生じる イアスの

、より効果的に するために必要なことが であるのかという については

今後も 続して の と を行っていく必要がある。

・地域の支え であるリハ専門職は、住民 とり とりの暮らしと生きがい、地域を住

民とともに っていく社会の実現に必要な職種であると考えている。今 の 修を

じて、 する施 や機関で関わる住民 者や 者 に対して暮らしと生きがい

研修全体の印象 すでに実践に活かしている行動や活動
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をともに考え効果的な関わりができることに加え、医療・ 領域のみならず、障害

領域や 業保健な の領域に すること、身 な地域での地域づくりへの関

が 進されることを したい。

地域リハビリテーションフ ーア 修

地域リハビリテーション人材育成 修 「人材育成 修」 修了者が、実 の地域

リハビリテーション 「地域リハ」 の推進に する取組に必要な方 について学

とともに、修了者が実 に行っている活動について修了者 が共 し、学 あうことを

じ、 体的な実 への 助となることを目的として 修会を開 した。

修会の開 にあたり、平成 年度人材育成 修修了者に対し、 修を実 に活かす

ことができているかの 修の評価 、行 等と修了生の連携・協働にかかる現状

の 活動状況の を行い、人材育成 修の評価の とするとともに、実 さ

れている取り組みを共 ・ していくための を行った。

本 修については、リハビリテーション専門職と協働する行 職との共 した学 が必

要と考え、行 職を対 とした地域リハビリテーション 整者 修 ・ 参 と

て開 した。

地域リハビリテーション 域 事業

本事業の目的

特定の において、地域リハビリテーション人材育成 修 「人材育成 修」

を修了したリハビリテーション専門職 「リハ専門職」 が関 する中で、 な

が取り組む事業をより効果的に推し進め、地域包括ケアシステムの に向けた取り組

みが進められるよう、 事業を実施する。

地域

賀

取組の 要

平成 年度より、人材育成 修を ・修了したリハ専門職、 賀 のリハビリテ

ーション 、地域包括ケアシステムの 、障害 およ 賀健

事 所とともに、本 事業を活 して重 的に取り組む の を行った。その

結果、障害 ・者を対 とした取り組みについて していくこととなった。

平成 年度は、 賀 、 賀健 事 所、 賀 域の人材育成 修修了者・

者を中心としたリハ専門職との現状の共 およ 取組の を行った。また、

事業に関連した 機関との 整・ケース ンフ ンスによる現状の 、取り組

みにかかる ー ン 会の開 、 ジ を いた目的の共 と取り組みの

整理も行った。その中で、実施する取組の 目指す姿、 目指す姿実現のための た

る取り組みの 支援者の育成、取り組みの共 と連携の推進、本人・ の理解

進 、 評価指 、 体的な取組計画の を行った。
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をともに考え効果的な関わりができることに加え、医療・ 領域のみならず、障害

領域や 業保健な の領域に すること、身 な地域での地域づくりへの関

が 進されることを したい。

地域リハビリテーションフ ーア 修

地域リハビリテーション人材育成 修 「人材育成 修」 修了者が、実 の地域

リハビリテーション 「地域リハ」 の推進に する取組に必要な方 について学

とともに、修了者が実 に行っている活動について修了者 が共 し、学 あうことを

じ、 体的な実 への 助となることを目的として 修会を開 した。

修会の開 にあたり、平成 年度人材育成 修修了者に対し、 修を実 に活かす

ことができているかの 修の評価 、行 等と修了生の連携・協働にかかる現状

の 活動状況の を行い、人材育成 修の評価の とするとともに、実 さ

れている取り組みを共 ・ していくための を行った。

本 修については、リハビリテーション専門職と協働する行 職との共 した学 が必

要と考え、行 職を対 とした地域リハビリテーション 整者 修 ・ 参 と

て開 した。

地域リハビリテーション 域 事業

本事業の目的

特定の において、地域リハビリテーション人材育成 修 「人材育成 修」

を修了したリハビリテーション専門職 「リハ専門職」 が関 する中で、 な

が取り組む事業をより効果的に推し進め、地域包括ケアシステムの に向けた取り組

みが進められるよう、 事業を実施する。

地域

賀

取組の 要

平成 年度より、人材育成 修を ・修了したリハ専門職、 賀 のリハビリテ

ーション 、地域包括ケアシステムの 、障害 およ 賀健

事 所とともに、本 事業を活 して重 的に取り組む の を行った。その

結果、障害 ・者を対 とした取り組みについて していくこととなった。

平成 年度は、 賀 、 賀健 事 所、 賀 域の人材育成 修修了者・

者を中心としたリハ専門職との現状の共 およ 取組の を行った。また、

事業に関連した 機関との 整・ケース ンフ ンスによる現状の 、取り組

みにかかる ー ン 会の開 、 ジ を いた目的の共 と取り組みの

整理も行った。その中で、実施する取組の 目指す姿、 目指す姿実現のための た

る取り組みの 支援者の育成、取り組みの共 と連携の推進、本人・ の理解

進 、 評価指 、 体的な取組計画の を行った。
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生 係 身体障害者 生 所 業 の実施状況

身体障害者 生 所は、身体障害者の 生援 の推進のため、 が身体障害者に対して援

を実施するうえでの専門的 的 を 当する機関である。

業 として、 の 定、自立支援 生医療 の支 定にあたる協力・援 、

およ 障害者支援施 への 所にかかる連 整な を行う。

実施状況

平成 年度に を実施した実人 は 人で、 年度に 人 で

ある。

取 は で、 年度に であり、 では 生医療が

1 9 で多くを め、 いで の である。

実 人 生医療 職 業 施 生 活 そ の 計

所 2,669 2,035 600 0 0 34 0 121 2,790

39 0 39 0 0 0 0 0 39

計 2,708 2,035 639 0 0 34 0 121 2,829

定実施状況

定

平成 年度に 定を実施した は で、 生医療・ の

である。

取 は 年度に である。 定 は 生医療 の

みであり、 生医療が を める。

実 人 生医療 職 業 施 生 活 そ の 計

所 2,475 1,902 573 0 0 0 0 0 2,475

7 0 7 0 0 0 0 0 7

計 2,482 1,902 580 0 0 0 0 0 2,482
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定実施状況

生医療 障害

定実施   のうち、障害 では 体 自 が  で も多く、

いで心 機能障害の  9 9 、 機能障害  であり、  つで 体の

を める。 障害において 定実 はなかった。

の 定 では が も多く  いで長   、

  である。

の特長では、 体 自 の が いのは、長 9 、 、

である。また、 が いのは である。

心 機能障害の が いのは、 で、 機能障害については、多賀

である。 体が 定 に める は である。

大 津 市

彦 根 市

長 浜 市

近江八幡市

草 津 市

守 山 市

栗 東 市

甲 賀 市

野 洲 市

湖 南 市

高 島 市

東 近 江 市

米 原 市

市 部 計

日 野 町

竜 王 町

愛 荘 町

豊 郷 町

甲 良 町

多 賀 町

郡 部 計

市町名 視覚障害 聴覚障害
音声・言
語 咀 嚼
機能障害

肢 体

不 自 由

心臓機能

障 害

腎臓機能

障 害

免疫機能

障 害

肝臓機能

障　　害

計
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定実施状況

生医療 障害

定実施   のうち、障害 では 体 自 が  で も多く、

いで心 機能障害の  9 9 、 機能障害  であり、  つで 体の

を める。 障害において 定実 はなかった。

の 定 では が も多く  いで長   、

  である。

の特長では、 体 自 の が いのは、長 9 、 、

である。また、 が いのは である。

心 機能障害の が いのは、 で、 機能障害については、多賀

である。 体が 定 に める は である。

大 津 市

彦 根 市

長 浜 市

近江八幡市

草 津 市

守 山 市

栗 東 市

甲 賀 市

野 洲 市

湖 南 市

高 島 市

東 近 江 市

米 原 市

市 部 計

日 野 町

竜 王 町

愛 荘 町

豊 郷 町

甲 良 町

多 賀 町

郡 部 計

市町名 視覚障害 聴覚障害
音声・言
語 咀 嚼
機能障害

肢 体

不 自 由

心臓機能

障 害

腎臓機能

障 害

免疫機能

障 害

肝臓機能

障　　害

計

障害

定 のうち、 体 自 が 、 いで 障害の

であり、 つで 体の を める。

の では、 が も多く 、 いで の 、

である。

体 自 の が いのは、多賀 、 で、 、

、 では 障害の が い。 体の 計は 体の

である。

大 津 市

彦 根 市

長 浜 市

近江八幡市

草 津 市

守 山 市

栗 東 市

甲 賀 市

野 洲 市

湖 南 市

高 島 市

東 近 江 市

米 原 市

市 部 計

日 野 町

竜 王 町

愛 荘 町

豊 郷 町

甲 良 町

多 賀 町

郡 部 計

市町名 視覚障害 聴覚障害
音声・言
語 咀 嚼
機能障害

肢 体

不 自 由

心臓機能

障 害

腎臓機能

障 害

免疫機能

障 害

肝臓機能

障　　害

機能

障害

計
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種目

種目 では、 の 定 が も多く で、そのうち が 、

が を める。

いで多いのは で 、そのうち が 、 が

を める。 目に多いのは 保持 の 、 目に多いのは の

である。 種目の 計は で 体の を める。

長

賀

計

多
賀

計

県 県
計

計名
長

そ
の

保
持

体
保

持
そ

の
計

実
人

動
行

重
度

達
立

保
持
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種目

種目 では、 の 定 が も多く で、そのうち が 、

が を める。

いで多いのは で 、そのうち が 、 が

を める。 目に多いのは 保持 の 、 目に多いのは の

である。 種目の 計は で 体の を める。

長

賀

計

多
賀

計

県 県
計

計名
長

そ
の

保
持

体
保

持
そ

の
計

実
人

動
行

重
度

達
立

保
持

種目

の種目 では、 かけ が で、 体の を める。重度 の に対

し、 度 は でおよそ であるが、長 およ 賀 においては重度 と 度

の が 等である。 体に める の は である。

大 津 市 3 46 12 1 3 65 1 66

彦 根 市 4 2 2 1 3 12 14

長 浜 市 8 7 15 15

近江八幡市 15 4 1 20 2 22

草 津 市 7 1 3 3 14 1 17

守 山 市 14 1 3 18 1 18

栗 東 市 2 3 1 6 6

甲 賀 市 9 8 17 17

野 洲 市 7 2 9 9

湖 南 市 6 2 1 9 1 9

高 島 市 4 1 5 6

東 近 江 市 3 16 5 1 25 3 25

米 原 市 2 2 3

市 部 計 6 140 4 52 5 6 0 4 217 9 227

日 野 町 6 1 7 7

竜 王 町 1 2 3 1

愛 荘 町 1 2 3 3

豊 郷 町 2 2 4 1 4

甲 良 町

多 賀 町

郡 部 計 0 10 0 5 0 0 0 2 17 1 15

市 町 名
高 聴 聴

計

6 150 234 10 2424 57 5 6 0 6
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年度 実施状況

生医療 年度 障害

平成  年における は  で、 年度に して  である。

の は、 なものとして 体 自 、心 機能障害 、 機能障

害 である。

21 0 0 6 650 596 1,495 45 0 0 2,800
22 0 1 9 714 541 490 6 0 0 1,788
23 0 3 7 748 583 519 16 1 1 1,879
24 0 4 7 800 574 585 22 0 0 1,996
25 0 2 7 837 512 522 18 2 0 1,900
26 0 2 7 981 590 585 18 8 0 2,191
27 0 4 5 915 666 633 16 2 0 2,241
28 0 5 8 857 606 597 17 3 0 2,093
29 0 1 10 782 595 599 18 2 0 2,007
30 0 5 5 755 568 548 14 7 0 1,902

　 視 覚 障 害 聴 覚 障 害
音 声 ・ 言
語 咀 嚼
機 能 障 害

肢 体

不 自 由

心 臓 機 能

障 害

腎 臓 機 能

障 害

免 疫 機 能

障 害

肝臓機能

障　　害 障 害

計

年度 種目

定 は 年度に   ・ 実人 は  人 である。

種目 では 対的に じた中、特に なのが、 が  、

が であった。

21 8 27 6 90 8 13 2 3 104 0 233 213 28 14 10 13 16 2 790 728
22 3 27 4 74 20 11 1 1 113 0 243 235 35 21 4 7 11 810 769
23 4 15 6 81 11 8 2 3 57 0 253 241 45 27 4 12 2 771 761
24 3 25 9 68 16 9 0 5 54 0 281 208 47 39 8 13 3 6 794 779
25 3 19 9 102 16 13 1 2 106 1 240 201 31 14 6 8 23 3 798 658
26 3 20 5 107 17 13 1 5 124 1 241 173 39 12 7 9 33 6 816 697
27 4 12 11 136 19 20 2 9 87 0 205 198 26 21 7 11 27 19 814 661
28 2 16 14 127 34 31 6 4 101 1 184 178 18 19 6 12 46 29 828 637
29 0 23 20 111 17 10 2 5 102 0 243 198 23 8 4 10 24 21 821 686
30 1 16 25 65 16 11 4 3 83 0 242 123 15 7 6 6 15 14 652 562

年 度
長

そ の
体

保 持 そ の 計
実 人

動
行

重 度
達

立
保 持

保持
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年度 実施状況

生医療 年度 障害

平成  年における は  で、 年度に して  である。

の は、 なものとして 体 自 、心 機能障害 、 機能障

害 である。

21 0 0 6 650 596 1,495 45 0 0 2,800
22 0 1 9 714 541 490 6 0 0 1,788
23 0 3 7 748 583 519 16 1 1 1,879
24 0 4 7 800 574 585 22 0 0 1,996
25 0 2 7 837 512 522 18 2 0 1,900
26 0 2 7 981 590 585 18 8 0 2,191
27 0 4 5 915 666 633 16 2 0 2,241
28 0 5 8 857 606 597 17 3 0 2,093
29 0 1 10 782 595 599 18 2 0 2,007
30 0 5 5 755 568 548 14 7 0 1,902

　 視 覚 障 害 聴 覚 障 害
音 声 ・ 言
語 咀 嚼
機 能 障 害

肢 体

不 自 由

心 臓 機 能

障 害

腎 臓 機 能

障 害

免 疫 機 能

障 害

肝臓機能

障　　害 障 害

計

年度 種目

定 は 年度に   ・ 実人 は  人 である。

種目 では 対的に じた中、特に なのが、 が  、

が であった。

21 8 27 6 90 8 13 2 3 104 0 233 213 28 14 10 13 16 2 790 728
22 3 27 4 74 20 11 1 1 113 0 243 235 35 21 4 7 11 810 769
23 4 15 6 81 11 8 2 3 57 0 253 241 45 27 4 12 2 771 761
24 3 25 9 68 16 9 0 5 54 0 281 208 47 39 8 13 3 6 794 779
25 3 19 9 102 16 13 1 2 106 1 240 201 31 14 6 8 23 3 798 658
26 3 20 5 107 17 13 1 5 124 1 241 173 39 12 7 9 33 6 816 697
27 4 12 11 136 19 20 2 9 87 0 205 198 26 21 7 11 27 19 814 661
28 2 16 14 127 34 31 6 4 101 1 184 178 18 19 6 12 46 29 828 637
29 0 23 20 111 17 10 2 5 102 0 243 198 23 8 4 10 24 21 821 686
30 1 16 25 65 16 11 4 3 83 0 242 123 15 7 6 6 15 14 652 562

年 度
長

そ の
体

保 持 そ の 計
実 人

動
行

重 度
達

立
保 持

保持

所・ 実施状況

賀、 地域での の はない状況である。

自 や学 等への による が 加している。

体 体 体 体 体 体 体 体 体

年 月

月

月

月

月

月

月

月

月

年 月

月

月

計
地域 地域 賀地域 地域 地域 地域 地域

計

年 月

障害者支援施 所 整状況

月 ・ 整
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    リハビリテーションセンター 
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Ⅴ 



− 69 −



201

178

− 70 −



201

178
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 その の事業

専門 ーム活動

機能障害 ーム

ーム名 機能障害

ームリー ー名 医

ーム ン ー名 成

本 理

活動 とその結果  
本年度は後 の活動となった。 
ーム 体としての活動は 間 計 5 間およ 人 間 計 5

間 の で 行可能な活動を した。  
かつての ーム活動およ 療の として行われ 性を公

していた 団 ラムが中 されているが、 の ラム

ア があるため、これを 可能な に整備することを本年度の活動

とした。きわめて専門的な 能を めずに 性をもった ラムが実

施できることを目 に、 ア をみなおし の ア として

整理を図った。 の ア の活 について、 施 に の

をおこなった。 
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ーム

ーム名 ーム

ームリー ー名 中 医
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学 会 名 関 がんのリハビリテーション 会

会 平成 年 月

会 リスト

ラムについての

滋賀県立リハビリテーションセンター 滋賀県立

目的 におけるリハビリテーション 療について する

療 イ ラインの 本 学会の 療 イ ライン 年 では、

の がある。 動は リス を さ るか ステート ント ・ 性では

動が リス を さ るか うかは結 けられない。 ビ ンス ー

・ 後 性では 動が リス を さ ることは 実で

ある。 ビ ンス ー 実 者に対して身体活動を く 持

することは められるか 推 ・ 後の身体活動が い 性では リス ・ がん

リス が することは 実である。 後の身体活動を く 持することを く推 する。 推

の さ ビ ンスの さ 中

について ン ラステ ージ リー

とは、 の 性と 後の整 性を する目的で生まれた であり、

の や の 成 の か の な に

よるものである。 がん と に する は 、 がん ・ 助療 後に する

は 、 ス ン ーでのばさずに する は 、 ス ン ーで 後に

する は とされる。 の方 には、自 組 によるもの 広 、

・ 、 動 、 保 と、イン ラントを

するものがあり、 間や特性に いがある。 については、 ス ン ー 後の

であり、うち や れ えを要した は 、 の は 、

・ 開 、出 ・ ・体 、その であった。イン ラント 後の

は であり、うち や れ えを要した は であった。

の は 後出 ・ ・ 開 ・ その であ

った。

ケアについての の 後のケアについては、民間のインター ト イトでは を 先

といった で 体的な には しい。 方医療機関の 療 スな で公開されているものであって

も、現状では に特に対応したものはあまりみられないようである。 方、イ リスや では

なものがあり、 えば スフ ー 学 の 者 イ には ごと・ 後 ごとに

動の や についての がある。また、イ リス 成・ ・ 学会と 協会に

よる イ ラインには に理学療 の イ ンスが およ 後 に応じて されて

いる。

は保 応が認められている。今後 ・ 、 方 に応じた ラ

ムについて、さらに をすすめる必要がある。
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行の障害 やはり 理・・とか、多様な状況があるのが実 であり、いずれも や

定されるものではない。つまり、「わかりやすい目 の 定と改 をはかる」ことだけでいいのだ

うか。 
そうではなく、 の生活 定的な ADL でなく と参加に、もし をあてるとすると、 生

活や社会というのは、い い なことが重なっていて、 じことの り し かつ に わるものあ

り、 定 ・ は けられず、いいことがあれば いこともある・・ようなとこ であって、そこ

での生活と参加を目指すと、「「 実で 体的な目 」に対する ン イントの 」ではリハビリテ

ーションにはならないと考えられる。 の生活を、というときに、 とは平 的なこと、かもしれ

ないが、 とは続くことでもあり、しかもそれは しながら続くことである。その間に、あるはず

でないこと でないこと がおき、それは、 する 、そして、ないと っている な が

そこにはある。 
計画や目 をたてるのは、それ自体が目的ではなく、その 業から を生み出 るか、やってもやれ

ないことはあるかもしれないけ 、それでもやってみる、というような とあきらめない行動のた

めではないだ うか。そして、その 続 からの り し の中に が 在しているのではない

だ うか。 といったことから、やはり、わかりにくく、 えは完 にはないものの、それを めてい

る、ということこと 
ある 性が 後に された生活について、事 をみていただき、 ー ー では、

「暮らしづらさがあること」を に いて、暮らしよい社会に向けて うしていくといいか、を考え

てみていただきたい。 
 

ー ー のまとめ 2  
・ の中で を持つことが地域共生社会の出 。・ 人として自 の目 定し 力し、それが

社会 につながっていくとよい。・人それ れ生活 は うし価 の いもあるが、そうゆうこ

とに されずに認めあうことができれば共生社会に づいていくのではないか。・リハビリして、こ

れから う生きたいのか考えることが だと じた。・それ れの いを認め うということが 。

いを認めるってむつかしい。・ いを いと かった で、それを するのではなくて しあえる

社会が生きやすいのではないか。 
 
 
引  
1 Armin Falk and Johannes Hermle. Relationship of gender differences in preferences to 
economic development and gender Equality. Science. 362 (6412), eaas9899. 2018. 
2 医 療 ・ 在 取 り の 地 域 会

http://mitori.siga.jp/cms_mitori/wp-content/uploads/2019/03/42216ee3539c72ce1cd2dce4880fd043
.pdf 2019.3 
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じ る 学

行 う る

る 活 か す

め る 広 る

関 わ る 持 つ

働 く う

考 とまとめ

本 修会では、地域を理解し、地域リハの り となる中 人材の育成が目的であった。そのた

め、 リ ラム 成においても、保健医療 を取り く ・県の方向性や現状の理解から、

生自身が働く身 な地域のアセス ントとそれに応じた行動立 等、 を重 るごとに 生の 体

的な学 を う組み立てを 識した。

的自 学 において、自 学 の成長 が 的な ある

ち む 自 的な で されている。

今 、 後の ート をテ スト したことで、 後により能動的と えられる

の 加が られたことから、当 修目的とした らいをある 度 たす成果が得られたと考えられ

る。

また、今後、それ れの 生に 修修了後の現在の実 状況等を し、 修 の なる ラ

シ ア を行うとともに、 々の実 を共 、 していく取り組みを進めていきたいと考えて

いる。

地域リハビリテーションの定 改定について 地域リハ 年 月
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Perioperative Factors Related to Survival Period after Discharge of Postoperative 

Digestive Tract Cancer Patients 
 

 1)  1)  1)  1)  1,2) 
1)  2)  
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ABSTRACT: [Purpose] To verify factors related to the survival period after discharge of 

postoperative digestive tract cancer patients. [Participants and Methods] We analyzed 62 patients 
undergoing a postoperative rehabilitation program for digestive tract cancer patients. For physical 
function evaluation, hand grip strength, knee extension manual muscle strength, peak flow, one-leg 
standing time, 10-minute walking test, continuous walking distance, and the Functional 
Independence Measure were evaluated before and after surgery. We examined the statistical 
associations between the survival period after discharge and age, the preoperative body function, 
rate of change of each physical function, duration of postoperative hospital stay, rehabilitation 
intervention period, and cancer stage. [Results] The survival period after discharge significantly 
correlated with the rate of change in left handgrip strength, postoperative hospitalization days, 
rehabilitation intervention days, and cancer stage. [Conclusion] The left hand grip strength change 
from before to after surgery correlated with the survival period after discharge in postoperative 
digestive 

Rigakuryoho Kagaku 34(1): 7–12, 2019. Submitted Jul. 17, 2018. Accepted Aug. 27, 2018.  
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平成 年 月

会

地域 要施 会 滋賀県 所長・医

平成 年 月

行 支

会

がまちの地域包括

ケア を推進するための

会 目

県医療 推進 保 健

理学療

平成 年 月 保 当者会 県医療 推進 業療

の か 理学療

平成 年 月

滋賀県立 保健医療

センター

在 医療セ ー 画

会

県医療 推進 所長・医

平成 年 月

所

地域ケア会 保 健

の か 理学療
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・県・ およ 団体等 会 への出 およ い わ への対応な

計

・ 所 職

平成 年 月 月

県 会

健 事 所長・地方機

関の長 会

滋賀県 所長・医

平成 年 月

県 中会

県 括保健 会 県健 推進 滋生 理学療

保 健

平成 年 月

学医学

がんリハビリテ

ーション ラムの開

に関する

会

がんリハ

ビリテーション

ラムの開 に

関する

所長・医

平成 年 月 月 障害者 支援 等に係

る 等 職 会

県障害 滋生 理学療

平成 年 月

ア 会

がまちの地域包括

ケア を推進するための

会 目

県医療 推進 保 健

理学療

平成 年 月 月

リハビリテーションセンター

修

会 滋賀県 連 協 会 滋生 理学療

所 理 理学療

保 健

平成 年 月 月

滋賀県 支援センター

平成 年度 対 関係者会 県障害 保 健

平成 年 月 月

滋賀県 センター

セ ー

・展 体 会 画会

滋賀県社会 協 会 本育 保 健

平成 年 月

会

地域 要施 会 滋賀県 所長・医

平成 年 月

行 支

会

がまちの地域包括

ケア を推進するための

会 目

県医療 推進 保 健

理学療

平成 年 月 保 当者会 県医療 推進 業療

の か 理学療

平成 年 月

滋賀県立 保健医療

センター

在 医療セ ー 画

会

県医療 推進 所長・医

平成 年 月

所

地域ケア会 保 健

の か 理学療
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・ 所リハビリテーション事業所実地指 月 、 月

・ 関係機関への アリン 月 、 、

・ 機能障害 者の ・地域会 月

・ 人保健施 に対する実地指 月 、 月

に係る支援については、

「 リハビリテーション推進事業 に関わる支援事業」 に 。

障害者自立支援協 会への参会

月 、 月 、 月 、 月 、 月

月

賀 月 、 月 、 月 、 月 、 月 、 月 、

月 、 月

月 、 月 、 月 、 月 、 月 、 月

月 、

月 、 月

月 、 月 、 月 、 月

県 域 月 、 月
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＜発行＞ 令和元年 9 月 

滋賀県立リハビリテーションセンター 

●医療部門、支援部門（相談・支援係、事業推進係） 

〒524-8524 守山市守山 5 丁目 4-30 

TEL 077-582-8157 FAX 077-582-5726 

●支援部門（更生相談係） 

    〒525-0072 草津市笠山 7 丁目 8-138 

    （長寿社会福祉センター別館福祉用具センター内） 

    TEL 077-567-7221 FAX 077-567-7222 

ホームページ http://www.pref.shiga.lg.jp/rehabili/ 
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